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３ 校内コーディネーターの１年間の活動 
 

 校内コーディネーターは、各学校で特別支援教育を推進しますが、その具体的な活動は、

多岐にわたり、一律ではありません。各地域や学校の状況に応じ、また、指名された校内 

コーディネーターの立場（教頭、養護教諭、特別支援学級担任等）や技能、教職経験等によ

っても様々です。 

 ここでは、学校で取り組まれている特別支援教育を推進する諸活動について事例を紹介し

ながら、校内コーディネーターの１年間の活動について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊  コンサルテーションとは、担任等が行うケースへの支援に対して専門性に沿った情報提供と示唆を 

 与えること。 

学年組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校内コーディネーター 

保護者 

学年主任 

他担任 

管理職 担任 

報告・連絡・相談 

地域資源の活用 

・特別支援教育センター 

 等の関係機関 

・医師等の外部専門家 

校内研修会 校内委員会 事例検討会 

校内の組織づくり 

・管理職 

・生徒指導部 

・教育相談部 

・研修部 等 

具体的な活動 

○ 特別支援教育推進計画の策定 

○ 校内体制の構築 

○ 理解啓発（全校職員・保護者） 

○ 児童生徒の実態把握 

○ 地域コーディネーターの巡回訪問への対応 

○ 児童生徒への相談支援の充実 

  ・校内体制による組織的な取組 

  ・ＰＤＣＡサイクルによる改善・充実 

  ・「個別の教育支援計画」・「個別の指導計画」の 

   作成・活用・見直し 

  ・関係機関との連携や外部専門家の活用 

教 育 相 談
に沿った情報
提供と示唆を
与えること 

コンサルテーション＊ 

企画運営・連絡調整 

・気づき 

・学級での配慮・指導 

・学年での配慮・指導 
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学校の取組と校内コーディネーターの１年間の活動（例） 

【企画運営・連絡調整・相談】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

年 

度 

始

め 

年 

度 

末 

特別支援教育に関わる組織と推進計画の策定 

 ・特別支援教育関係情報の収集 

 ・特別支援教育推進計画案の立案 

 ・ネットワークの構築（校内・校外） 

特別支援教育の理解の推進 

 ・教職員への理解促進 

 ・保護者への理解啓発 

児童生徒の実態把握と共通理解 

 ・児童生徒の状況の把握 

 ・実態に関する全体での共通理解 

校内の話題づくりや雰囲気づくり 

校内コーディネーターの役割確認（教職員・保護者） 

各種分掌会議や委員会等への参加 

実態の整理･分析 

実態把握票の作成・配付 

校内委員会・校内研修の計画 

 

資料の作成・配付（パンフレット・通信 等） 

年

度

内 

支援の検討・実施・評価・改善 

 ・「個別の教育支援計画」及び 

「個別の指導計画」の作成支援 

 ・校内委員会の開催 

 ・事例検討会の開催 

・支援内容・支援方法の検討 

・全校体制での支援が必要か 

・関係機関や外部専門家との連携が必要か 

・保護者との連携が必要か 

組織的取組 ＰＤＣＡサイクル 

教職員の専門性や相談支援の実効性の向上 

 ・校内研修の実施 

 ・授業研究の実施 

 ・保護者の支援 

 ・保護者や地域への理解啓発 

特別支援教育における学校の取組の評価・改善 

 ・成果の確認 

 ・課題の確認 

 ・進級・進学・就職時の支援の 

引継ぎの確認 

 ・校内の評価システムの確認 

 ・次年度の計画 

継続的取組 

地域資源の活用 

・関係機関や外部専門家への依頼 

「個別の指導計画」や実践記録による引継ぎ 

進級・進学・就職先との引継ぎ機会の設定 

「個別の教育支援計画」による引継ぎ 

＊必要に応じて前籍の学校からの情報収集 
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平成〇〇年 特別支援教育年間活動計画（例） 
 目標： 「個別の教育支援計画」の作成と活用 

（方針） 「個別の教育支援計画」に基づく、一貫した支援の継続 

活動内容 開催予定会議 時期 

支 
援 
体 
制 
の 
整 
備 
・ 

計 
画 

１ 特別支援教育の理解 

 （１）特別支援教育について 

 （２）校内体制の組織・運営について 

 （３）対象児童生徒の理解と指導・支援について 

職員会 

校内研修会 

年度始め 

２ 校内の実態把握と共通理解 

 （１）各学級における実態把握 

 （２）各学級の現状についての共通理解 

 （３）保護者への理解啓発 

 （４）教育相談の在り方 

 （５）事例検討会・授業研究会 

個 
別 
の 
支 
援 
の 
計 
画 
・ 
実 
施 
・ 
評 
価 
・ 
改 
善 

３ 個別の支援に関する計画・実施・評価・改善 

 （１）個別の支援体制の検討 

   ① 学級での配慮・支援 

   ② 学年体制での配慮・支援 

   ③ 全校体制での配慮・支援 

    ・個別指導 

    ・少人数指導やＴＴでの指導 

    ・通級による指導の検討 

    ・「個別の教育支援計画」の作成 

    ・「個別の指導計画」の作成 

    ・その他（保護者との連携、関係機関と 

     の連携） 

 （２）個別の支援の実施 

 （３）個別の支援の評価と見直し 

校内委員会 

事例検討会 

学期ごと 

 

ＰＤＣＡサイク

ルによる組織的

かつ継続的な取

組 

支 
援 
体 
制 
の 

評 
価 
・ 
改 
善 

４ 支援の引継ぎの検討 

  (１) 進級する児童生徒 

  (２) 進学・就職する児童生徒 

  (３) 次年度、入学予定児童生徒 

進路担当分掌 

入学担当分掌 

校内委員会 

職員会 

年度末 

５ 特別支援教育の評価 

 （１）個別指導や支援の実施状況の総括 

 （２）校内支援の実施状況の総括 

  (３) 次年度の方針と計画 

職員会 
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中学校の校内コーディネーターの活動（例） 
月 校内コーディネーターの活動内容 

４ 校内委員会のメンバーの検討、招集と運営 

 ・管理職との協議により、校内委員会のメンバーを決定。 

 ・校内委員会を開催し、本校の特別支援教育及び校内支援体制について提案、検討、決定。 

全教職員への説明（共通理解） 

 ・特別支援教育の基本方針及び校内支援体制について、全教職員の共通理解を図るため、職員会

等を活用し、校長から説明。 

５ 校内委員会の開催 

 ・具体的な実態把握の方法や手順等について提案、検討、決定。 

  （※実態把握は、個人情報や本人・保護者の心情等にも配慮し、慎重に行う。） 

 ・「個別の指導計画」の作成について、形式や手順を提案、検討、決定。 

校内研修会の開催 

 ・実態把握の方法や手順について、教職員へ説明及び演習等の研修を実施。 

 ・「個別の指導計画」の作成について、教職員へ説明。 

保護者への説明 

 ・ＰＴＡ総会等を活用しながら、保護者へ校内の特別支援教育の基本方針や校内支援体制、 

  相談窓口等について、校長から説明。 

実態把握票などの回収、集約 

 ・特別な教育的支援の必要な生徒について、実態把握票を回収・集約。 

６ 校内委員会の開催 

 ・実態把握の結果に基づき、特別な教育的支援の必要な生徒についての具体的な支援及び体制 

  について検討。 

 ・具体的な支援策が決定した生徒については、「個別の指導計画」を作成。 

全教職員への説明（共通理解） 

 ・特別な教育的支援の必要な生徒について、「個別の指導計画」を用いながら全教職員へ説明。 

 ・教職員や保護者、地域への理解推進。 

 ・教職員や保護者、地域に「特別支援教育だより」等を配布し、情報発信。 

 ・保護者へ教育相談の手順等についてのプリントを発行。 

教職員研修についてのアンケート調査の実施 

 ・特別支援教育について、研修ニーズを把握するための、教職員へのアンケートを実施。 

７ 授業研究の実施 

 ・特別支援教育の視点を取り入れた授業研究を実施。 

事例検討会の開催（適宜実施） 

 ・校内委員会の結果を受け、保護者や関係機関との連絡・調整を行い、事例検討会を実施。 

８ 校内委員会の開催 

 ・中学３年生で特別な教育的支援の必要な生徒の進路希望把握及び進路先を検討する校内会  

議の開催。 

 ・外部講師を招へいした研修会の実施（教職員へのアンケート調査結果に基づいた内容となるよ

う、事前に外部講師と連絡・調整）。 

保護者との面談の実施 

 ・申し出のあった保護者と教育相談を実施。 
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月 校内コーディネーターの活動内容 

９ 

 

11 

教職員や保護者、地域への理解推進 

 ・教職員や保護者、地域に「特別支援教育だより」等を配布し、情報発信。 

生徒への理解啓発を図る授業の実施 

 ・特別な教育的支援の必要な生徒等の特性を理解するための、授業の実施。 

校内委員会の開催 

 ・特別な教育的支援の必要な生徒についての具体的な支援策の検討。 

 ・中学３年生で特別な教育的支援の必要な生徒の進路先及び高等学校等への情報提供の検討。 

※ 必要に応じて、校内委員会や事例検討会を開催。 

12 校内委員会の開催 

 ・特別な教育的支援の必要な生徒に対する、支援の評価及び改善の検討。 

 ・新年度入学予定者の中で、特別な教育的支援の必要な生徒について、小学校と合同連絡会で 

  検討。 

１ 校内委員会の開催 

 ・特別な教育的支援が必要な生徒について、支援の状況等の報告や改善点について検討。 

２ 校内委員会の開催 

 ・今年度の校内支援体制に対する評価及び改善点の検討。 

事例検討会の開催 

 ・対象生徒に対する次年度へ向けた支援の在り方について、保護者や関係機関等と検討。 

 ・教職員や保護者、地域への理解促進。 

 ・教職員や保護者、地域に「特別支援教育だより」等を配布し、今年度の特別支援教育の取組に

おける成果等を発信。 

３ 校内委員会の開催 

 ・特別な教育的支援が必要な生徒について、支援の評価、改善点の検討及び次年度への引継事 

  項等の整理（「個別の指導計画」の評価、引継ぎ）。 

全教職員への説明（共通理解） 

 ・特別な教育的支援が必要な生徒に関する成果や課題等の説明及び次年度へ向けての共通理解。 

小学校との連絡会を開催 

 ・次年度に入学予定の小学６年生について、中学校区の小学校の校内コーディネーターと連絡・ 

  調整し、特別な教育的支援が必要な生徒について情報交換会を実施。 

高等学校等への情報提供 

 ・高等学校等の校内コーディネーターと連携し、中学３年生の特別な教育的支援が必要な生徒に 

  ついて情報交換会を実施（※保護者の同意、情報の取扱に留意）。 

 

～ 


